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第 2 章 高圧ガス製造許可申請（第一種製造者）  
 

2.1 必要書類 

  (1) 内  訳   

   ① 高圧ガス製造許可申請書（様式第 1 号） 

   ② 委任状…代理人による申請の場合（様式第 35 号） 

   ③ 法第 7 条に規定される許可の欠格事由に該当しない旨の誓約書…個人による申 

    請の場合  

   ④ 登記簿の謄本…法人による申請の場合 

   ⑤ 住民票記載事項証明書…個人による申請の場合 

   ⑥ 製造計画書及び添付書類等  
    

(2) 提出部数等   
   ① 申請書は 2 部（正・副）提出する。 

   ② 申請書の作成は上記「2.1 (1)」の①から順にファイルする。 

   ③ 申請書のサイズはＡ４とし、図面等もＡ４サイズに折り込む。 

   ④ 提出先、提出時期については、「第 1 章 1.5 (1)」を参照する。 

 

2.2 製造計画書の作り方 

   製造計画書の記載事項は次のとおり。 

  (1) 製造するガスの種類 

    製造するガス名を記載する。 

    注：化学反応等を伴う場合は、当該反応等に係る高圧ガスのガス名を記載する。 

    （記載例） 

      液化酸素、酸素ガス及び液化窒素 

    

  (2) 製造の目的 

    製造の目的を具体的に記載する。 

    （記載例） 

      鋼材の溶断及び溶接用として酸素ガスを消費する。 

    

 (3) 製造の方法 

  製造の方法を具体的（ガス名、主要設備、圧力等）に記載する。 

（記載例） 

       移動式製造設備（ローリー）で輸送してきた液化酸素を輸送車に搭載した 

      ポンプで液化酸素貯槽に移充てんし、常用圧力 0.99 MPa で貯蔵する。 

貯蔵した液化酸素を配管で連結してある蒸発器で気化させ、0.3～0.5 MPa 
に減圧し、工場内消費配管を通じ溶断用に消費する。 

    

  (4) 処理設備の処理能力（小数点第二位を四捨五入） 

    算定は「第 1 章 1.3」の項を、合算の取扱いは「第 1 章 1.2」の項を参照する。 
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  (5) 最大貯蔵能力（小数点以下切捨て） 

    貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量を記載する。圧縮ガスの貯蔵設

備にあっては次の①の算式により、液化ガスの貯蔵設備にあっては次の②の算式

（貯蔵設備が容器である場合には③の算式）により計算する。 
  

    ① Ｑ ＝（10Ｐ＋1）Ｖ1 
  
    ② Ｗ1 ＝ Ｃ1ωＶ2 
  

Ｖ3 
 ③  Ｗ2 ＝     ×ｎ 

Ｃ2  
  

           Ｑ ： 圧縮ガスの貯蔵設備の貯蔵能力（m3） 

             Ｐ ： 圧縮ガス（アセチレンガスを除く。）の温度 35℃における最 

                          高充てん圧力（MPa） 

          Ｖ1 ： 圧縮ガスの貯蔵設備の内容積（m3） 

          Ｗ1 ： 液化ガスの貯蔵設備の貯蔵能力（kg） 

          Ｃ1 ： 0.9（低温貯槽にあっては、その内容積に対する液化ガスの 

貯蔵が可能な部分の容積の比の値） 

          ω   ：  常用の温度における液比重（kg／ℓ ） 

            Ｖ2 ：  液化ガスの貯蔵設備の内容積（ℓ ） 

          Ｗ2 ：  容器による液化ガス貯蔵設備の貯蔵能力（kg）  
          Ｖ3 ：  容器の内容積（ℓ ） 

           Ｃ2 ：  容器保安規則第 22 条に規定する数値  
          ｎ   ：  容器本数  
   

  (6) 都市計画法に基づく用途地域の種類 

    （ ○○○○○ ）地域 
    

  （注１）都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の種類 

      ① 第１種低層住居専用地域   ② 第２種低層住居専用地域 

      ③ 第１種中高層住居専用地域  ④ 第２種中高層住居専用地域 

      ⑤ 第１種住居地域       ⑥ 第２種住居地域 

      ⑦ 準住居地域         ⑧ 近隣商業地域 

      ⑨ 商業地域          ⑩ 準工業地域 

      ⑪ 工業地域          ⑫ 工業専用地域 
    

  （注２）高圧ガスの貯蔵設備又は処理設備に係る建築物に関する建築基準法関係条項 

      ① 建築基準法第 27 条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない 

       特殊建築物） 

      ② 建築基準法第 48 条(用途地域) 

      ③ 建築基準法施行令第 116 条(危険物の数量) 

      ④ 建築基準法施行令第 130 条の 9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物) 
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  (7) 一般則第 6 条～第 8 条、液石則第 6 条～第 7 条、コンビ則第 5 条～第 5 条の 2
及び第 9 条に定める技術上の基準に対応する事項 

    

    「参考資料〈２〉又は〈３〉」のチェック表により技術上の基準に対する対応状況

をチェックするとともに、それに対する具体的な措置、又は対応状況を確認できる

書面等の添付について記載する。 

 

2.3 添付書類   

  (1) 機器一覧表  
    「表 2.1 機器一覧表」を参考に作成する。  
   
  (2) 耐震設計に係る設計条件 

    一般高圧ガス保安規則第 6 条第 1 項第 17 号（又は液化石油ガス保安規則第 6 条 

   第 1 項第 20 号、若しくはコンビナート等保安規則第 5 条第 1 項第 24 号）に定める 

   耐震設計構造物に限る。 
    

    設計条件 

     ① 重要度分類 …… 重要度  ： Ⅰａ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 

                               β 1 ＝      
    

貯 蔵 能 力                 トン  
事業所境界線までの最短距離                  ｍ  
内 容 物  
高 圧 ガ ス の 種 類  
設 置 場 所 コンビナート等保安規則適用・その他  

     

（注１）貯槽が複数ある場合、各々について表を作成 

       （注２）事業所境界線までの最短距離を示す図面を添付 
    

     ② 地域区分 …… Ａ地区（兵庫県）  β2 ＝  0.8   
    
     ③ 地盤種別 …… 第  種地盤    β3 ＝      

     （注）ボーリング調査及び標準貫入試験による報告書添付 
    

     ④ 耐震設計構造物の地表面から重心までの高さ      m 
     （注）図面添付 
    

     ⑤ 運転重量                      kg 
     （注）詳細計算書添付 

   
    なお、耐震設計対象設備に該当しない場合は「該当せず」と記載する。 
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  (3) 警戒標の種類及びその掲示位置  
   1) 事業所等の警戒標は、次の各号の基準による。 

    ① 事業所の警戒標は、当該事業所の境界棚、塀等に設けられている出入り口の 

     付近で外部から見やすい場所に掲げる。 
    

    ② 事業所内の施設の一部のみが法の適用を受ける施設である場合には、①の警 

     戒標のほか、事業所内の当該施設が設置されている区画、建物又は建物内の区 

     画等の出入口の付近で外部から見やすい場所に掲げる。 

      この場合、当該施設に立入り又は近接できる方向が数方向ある場合には、そ 

れぞれの方向に対して掲げる。 
    

    ③ 警戒標には、法の適用を受けている事業所又は施設であることを外部の者が 

     明瞭に識別できる大きさの標示がなされていることが必要である。 

      なお、当該事業所で保安上必要な注意事項を付記することは差し支えない。 
    

標示の参考例（縦型でもよい）  
    

 
 
 
 
 

 
 
（「火気厳禁」の標示は、可燃性ガス又は酸素に係る事業所等の例）  

 
 
            ＊印は朱書、その他文字は黒文字、地色は白色  
 
 
 
 
 
    600  
    mm 
     以  
     上  
      ガス             
 
 
 
                                         
             500mm 以上  

高圧ガス製造事業所  
 
許可年月日  年    月    日  
許可番号   指令産保第  号  
 
 

火 気 厳 禁       ＊  
無用者立入禁止＊  

 
 ガス名           
保安統括者(正・代) 
 又は  
保安監督者  

 

○○ガス製造施設  
 
許可年月日  年    月    日  
許可番号   指令産保第  号  
 
 

火 気 厳 禁       ＊  
無用者立入禁止＊  

 
保安主任者 (正・代) 

保安係員 (正・代) 

 又は  
保安監督者  
 

○○ ガ ス 充 て ん 所  高 圧 ガ ス 製 造 事 業 所            

油 脂 厳 禁              

火 気 厳 禁            

無 断 立 入 禁 止            
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（注）一般則第 64 条第 2 項又は液石則第 62 条第 2 項の規定により保安監督者

を選任した場合は、当該保安監督者名を表示する。  
    
   2) 容器置場の警戒標は、次の各号の基準による。  
    ① 警戒標は、当該容器置場の出入口、近接又は立ち入ることができる場所の周  
     辺で外部から見やすい場所に掲げる。この場合、近接又は立ち入りできる方向  
     が数方向にある場合には、それぞれの方向に対して掲げる。  
    
    ② 標識には外部の者が容器置場であることを明瞭に識別できる大きさの標示が

必要である。なお、容器に充てんされているガスが可燃性ガス又は毒性ガスで

ある場合にはそれぞれその旨を付記又は表示する。  
    
     標示の参考例（縦型でもよい）  
    
     標示の参考例（縦型でもよい）                             

 
 
 
 
  (4) 保安物件に対する設備距離  
  

高圧ガスの名称  

高圧ガスの種類 可燃性ガス  毒性ガス  酸素  空気  その他 

 第一種設備距離 第二種設備距離 

L1   L2   L3 L2   L3   L4 
法定保安距離 実 距 離 法定保安距離 実 距 離 

処理設備の合計処理能力 

(附属冷凍を除く ) 
(      ) Nm3／日 

 

m 
m  

m 

m 
（名  称） 

 

（名  称） 

 

貯蔵設備の合計貯蔵能力 

(     ) m3 又は kg 

 

m 

m  

m 

m 
（名  称） 

 

（名  称） 

 

附 属 冷 凍 に お け る 

処理設備の合計処理能力 

(      ) Nm3／日 

 

m 

m  

m 

m 
（名  称） 

 

（名  称） 

 
  

（注１）実距離の欄の｢名称｣は、対象となる保安物件の名称を記載する。  
  （注２）処理能力の単位 …… Nm3／日 

（注３）貯蔵能力の単位は 圧縮ガス …… m3  

               液化ガス …… kg 

  （注４）附属冷凍設備において一日の冷凍能力が 3 トン未満（不活性のフルオロカー

ボンにあっては 5 トン未満）の冷凍設備は除く。 

  （注５）配管で接続されている処理設備が複数ある場合は各処理設備の合計処理能力 

     に対応した設備距離をとる。 
   
 
 

高圧ガス容器置場  ○燃  高圧ガス容器置場  ○毒  
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     （参考）  
   

 第一種設備距離  第二種設備距離  

可燃性ガス・毒性ガス  Ｌ1 Ｌ2 

酸 素  Ｌ2 Ｌ3 

空 気・その他  Ｌ3 Ｌ4 
  

  (5) 事業所付近の状況図  
    「図 2.1」に記載例を示す。  
  
  (6) 製造施設の配置図（設備距離を示す図面） 

    「図 2.2」に記載例を示す。 

 

  (7) 高圧ガス製造設備の配管系統図 

    「図 2.3」に記載例を示す。 

  

  (8) 高圧ガス製造設備の配置、配管図（寸法、材質が記載された図面） 

    「図 2.4」に記載例を示す。 

  

  (9) 高圧ガス設備及び安全弁等の構造図（機器一覧表 (1)(2)(3)(5)(6)(7)に係るもの） 

    「図 2.5～図 2.8」に記載例を示す。 

  

  (10) ガス設備の構造図（機器一覧表 (1)(2)(3)に係るもの） 

  

  (11) 高圧ガス設備の強度計算書（特定設備、大臣認定品、ＫＨＫ受検品を除く｡） 

    強度計算書については、下記事項を参照の上、計算を行い、その明細を添付する。 

  

   1) 高圧ガス設備（配管、ポンプ、圧縮機、弁、その他これらに類するものを除く。） 

    の肉厚の算定は、特定設備検査規則（昭和 51 年通商産業省令第 4 号。以下「特 

    定則」という。）第 12 条及び第 14 条の規定が準用される。 
   

   2) 配管及び導管の肉厚の算定は次の式による。 
   

内径に対する外径の比が 1.5 以下のもの（Ｐ≦σａη／2.6） 
 

             ＰＤ 0 

    2σａη＋0.8Ｐ 
 

 内径に対する外径の比が 1.5 を超えるもの（Ｐ＞σ aη／2.6） 
    

          Ｄ 0        σ aη－Ｐ    

           2        σ aη＋Ｐ 

 
ｔ＝  

 
 
ｔ＝  

 

1 －  
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これらの式においてｔ、Ｄ O 、Ｐ、σａ及びηは、それぞれ次の値を表すもの 

     とする。 

       ｔ ： 配管又は導管の最小厚さ(単位 mm) 

       Ｄ 0  ： 配管又は導管の外径(単位 mm) 

        Ｐ ： 設計圧力(単位 MPa) 
        σ a  ：  特定則第 14 条に規定する材料の許容引張応力(単位 N／mm2) 

       η ： 特定則第 19 条に規定する溶接効率。ただし、電気抵抗溶接管等で   

                     許容引張応力の値にあらかじめ溶接効率が乗じられているものは、 

           1 とする。 
    

   3) ポンプ、圧縮機、弁、その他これらに類するものの肉厚の算定については、前 

    記 1)の肉厚算定式が適用できるものにあっては、これを準用するものとし、これ 

    が適用できないものにあっては、次のいずれかの方法によりその強度を確認する 

    ことをもって肉厚の算定に代えることができる。 
    

    ① 形式ごとに水圧による加圧試験を行い、常用の圧力の 4 倍の圧力に常用の温 

     度における材料の許容引張応力に対する加圧試験の温度における材料の許容引 

張応力の比を乗じて得られる値以上の圧力で破壊を生じないものであること。 
    

    ② 形式ごとに抵抗線ひずみ計による応力の測定を行い、常用の圧力において生 

     ずる応力(穴、ねじ谷等に生ずる局部応力を除く。)が常用の温度における材料 

     の許容引張応力以下であること。 

  
  (12) 安全装置の吹出し量計算書 

    高圧ガス設備には、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力

を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。 

    バネ式安全弁、破裂板又は逃し弁については、下記の吹出し量等の計算を行い、 

   その計算結果を添付する。 
   

   1) バネ式安全弁、破裂板又は逃し弁に係る所要吹出し量 

     各規格関係例示基準（一般則 13 節、液石則 17 節、コンビ則 7 節）を参照のう 

    え計算する。 
   

   2) バネ式安全弁、破裂板又は逃し弁に係る規定(公称)吹出し量 

     各規格関係例示基準（一般則 13 節、液石則 17 節、コンビ則 7 節）を参照のう 

    え計算する。 
   

   3) バネ式安全弁、破裂板又は逃し弁に係る吹出し量決定圧力 

    ① バネ式安全弁の吹出し量決定圧力 

     ・圧縮ガスの高圧ガス設備等に係るもの …… 許容圧力の 1.1 倍以下の圧力 

     ・液化ガスの高圧ガス設備等に係るもの …… 許容圧力の 1.2 倍以下の圧力 
   

    ② 破裂板の吹出し量決定圧力 ………………… 許容圧力の 1.1 倍以下の圧力 

 



 － 29 －

  (13) 耐震設計計算書（耐震設計対象設備のみ） 

    耐震設計構造物については、下記に掲げる基準等に基づいて耐震設計の計算を行 

   って耐震性能を保有していることを確認し、その計算明細書及び参考書類等を提出 

   する。 
   

   1) レベル１耐震性能評価 

     レベル１耐震性能評価は、耐震設計構造物の重要度に応じて設計用に告示で定 

    めたレベル１地震動に関して、当該耐震設計構造物の各部に生じる応力が許容応 

    力以下であることを確認することにより行う。許容応力は、地震後において当該 

    耐震設計構造物に変形が残留しないで、かつ、当該設備が保有する高圧ガスの気 

    密性が保持されるように定められている。 
   

   2) レベル２耐震性能評価 

     レベル２耐震性能評価は、耐震設計構造物の重要度に応じて設計用に告示で定 

    めたレベル２地震動に関して、当該耐震設計構造物に生じる塑性変形量以下であ 

    ることを確認することにより行う。許容塑性変形量は、地震中及び地震後におい 

    て当該耐震設計構造物が保有する高圧ガスの気密性が保持されるように定められ 

    ている。 

     なお、レベル２耐震性能評価は、重要度がΙａ及びΙの耐震設計構造物に対し 

    て評価を行う。 
   

   3) 耐震設計構造物 

     次のような高圧ガス設備が耐震設計の対象となる。 

①  塔（反応、分離、精製、蒸  
留等を行う高圧ガス設備） 

最高位の正接線から最低位の正接線までの長

さが 5m 以上のもの  
②  貯 槽  貯蔵能力が 300m3 又は 3ｔ以上のもの  
③  配 管  地盤面上の外径 45mm 以上の配管であって次

に掲げるもの  
 ・ 地震防災遮断弁で区切られた間の内容積が  
  3 m3 以上のもの  
 ・ 塔槽類から地震防災遮断弁までの間のもの  

④  上記①～③までの指示構造物及び基礎  
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   4) 耐震設計計算に係る基準等 

     耐震設計の計算は、下記の基準により行う。 

規 則  一般高圧ガス保安規則  
 （第 6 号第 1 項第 17 号）  
 

改正：平成 9 年 3 月 27 日  

コンビナート等保安規則  
 （第 5 条第 1 項第 24 号）  
 

改正：平成 9 年 3 月 27 日  

液化石油ガス保安規則  
 （第 6 条第 1 項第 20 号）  
 

改正：平成 9 年 3 月 27 日  

告 示  高圧ガス設備等耐震設計基準  
 
 

改正：平成 9 年 3 月 25 日  
       告示第 143 号  
   平成 25 年 11 月 29 日  
       告示第 250 号  

通 達  高圧ガス保安法及び関係政省令  
の運用及び解釈について  
 

制定：平成 19 年 7 月 1 日  
  平成 19.06.18 原院第  2 号  

通 達  高圧ガス設備等耐震設計基準の  
運用及び解釈について  
 

制定：平成 9 年 6 月 12 日  
  平成 09.04.21 立局第  6 号  

指 針  高圧ガス設備等耐震設計指針  
 レベル１耐震性能評価  
（耐震設計設備・基礎編）  

高圧ガス保安協会  
（ＫＨＫ Ｅ012-1-2012）  

指 針  高圧ガス設備等耐震設計指針  
 レベル１耐震性能評価  
（配管系編）  

高圧ガス保安協会  
（ＫＨＫ Ｅ012-2-2012  

改訂新版）  
指 針  高圧ガス設備等耐震設計指針  

 レベル２耐震性能評価  
（解説編）  

高圧ガス保安協会  
（ＫＨＫ Ｅ012-3-2012 

改訂新版）  
指 針  高圧ガス設備等耐震設計指針  

 レベル２耐震性能評価  
（評価例編）  

高圧ガス保安協会  
（ＫＨＫ Ｅ012-4-2012 

改訂新版）  
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5) 耐震設計の手順（告示に基づく） 

                                                高圧ガス設備等  
                                                耐 震 設 計        
                                                    開   始  
 
                                  NO 
                        耐震設計構造物  
                      
                            YES 
                        耐震設計構造物  
                         重要度分類         
 
 
       レベル２地震動           レベル１地震動  
        設計地震動             設計地震動  
        決  定              決  定  
 

 レベル２耐震性能            レベル１耐震性能  
        評  価               評  価  
 
 
        合  格              合  格  
 NO                 NO         
          YES                 YES  
 
                         重要度分類  
                   YES     Ιa 及びΙ  
                             NO 
 
 
                         高圧ガス設備等  
                         耐 震 設 計        
                          完  了  
 
  （14) その他  
   1) 移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の

記録 

   2) その他申請書作成上必要とする書面を添付する。  



表 2.1 機器一覧表 
（1）機器リスト（塔・槽類）：構造図添付                                        （プラント名：液化窒素製造装置） 

機 器 

番 号 

機 器 

名 称 

主 要 寸 法 
（mm） 

（D×L、D×H） 

内容積 
 

（m3） 

材 質 使用肉厚 必要肉厚  
内容物 

圧 力 温 度 高圧ガス設備と 
その他ガス設備 
の 区 分 

 
検 査 

 

耐震 
設計 
有無 

保温 
保冷 
有無 

 
備  考 （mm） （mm） （MPa） （℃） 

胴 鏡 胴 鏡 胴 鏡 設計 常用 設計 常用 
CE－5－1 貯 槽 Ｄ1662×Ｈ5428 4.98 SUS304 SUS304 15.5 15.5 15.5 15.5 ＬＮ２ 1.20 0.95 －196 －196 高圧ガス設備 ○特  有 有  
                    
                    
                    
                    
                    
検査欄（○認：大臣認定品  ○特 ：特定設備受検品  ○Ｋ：ＫＨＫ受検品  ○完：完成検査対象）  
 
 
（2）機器リスト（熱交換器・加熱炉類）：構造図添付                                   （プラント名：液化窒素製造装置） 
機 器 

番 号 

機 器 

名 称 

主 要 寸 法 
（mm） 

（D×L、D×H） 

区 
 

分 

内容積 
 

（m3） 

 
材 質 

使用肉厚 必要肉厚  
内容物 

圧 力 温 度 高圧ガス設備と 
その他ガス設備 
の 区 分 

 
検 査 
 

耐震 
設計 
有無 

保温 
保冷 
有無 

 
備  考  

（mm） 
 

（mm） 
（MPa） （℃） 

設計 常用 設計 常用 
Ｅ－１ 加圧蒸発器 Ｄ950×L355 Ｆ 0.001 A6063S T5 2.3 0.45 ＬＮ２ 1.15 0.95 －196 －196 高圧ガス設備 ○認  無 無  
                  
                  
                  
                  
                  
区分欄（Ｓ：シェル  T：チュ－ブ  F：ﾌｨﾝ型）、  検査欄（○認 ：大臣認定品  ○特：特定設備受検品  ○Ｋ ：ＫＨＫ受検品  ○完 ：完成検査対象）   
 
 
（3）機器リスト（ポンプ・圧縮機）：構造図添付                                     （プラント名：液化窒素製造装置） 
機 器 

番 号 

機 器 

名 称 

 
型 式 

吐出量 
 

（Nm3/hr） 

吐出圧力 
又は揚程 
（MPa） 

 
材 質 

使用肉厚  
流体名 

圧 力 温 度 高圧ガス設備と 
その他ガス設備 
の 区 分 

 
検 査 
 

 
備  考  

（mm） 
（MPa） （℃） 

設計 常用 設計 常用 
Ｐ－１ 充填ポンプ 往復動式 300 16.5 SCS13 2.3 ＬＮ２ 18.00 16.5 －196 －196 高圧ガス設備 ○Ｋ   
               
               
               
               
               
検査欄（○認：大臣認定品  ○特 ：特定設備受検品  ○Ｋ：ＫＨＫ受検品  ○完：完成検査対象） 
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 ｔ ＝  

 ｔ ＝ １－ 

（4）配管リスト                                                    （プラント名：液化窒素製造装置） 
ライン番号 呼び径  外径 ｽｹｼﾞｭｰﾙ 呼び 最小必要  圧 力 温 度 管の許容 溶接    

又は （Ａ） 材 質  番 号 厚さ 肉 厚 流体名 （MPa） （℃） 引張応力  計算式 検査 備  考 
配管名称 （Ｂ）  （mm）  （mm） （mm）  設計 常用 設計 常用 （N/mm2） 効率    

液入口管 20Ａ SUS304TP－S 27.2 Sch 5S 1.65 0.04 ＬＮ２ 1.15 0.95 －196 －196 128 1.0 （ⅰ） ○認   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

検査欄（○認：大臣認定品  ○Ｋ ：ＫＨＫ受検品  ○完 ：完成検査対象） 
 

※ 配管及び導管の算定は、次の式による。 
   （ⅰ）内径に対する外径の比が 1.5 以下のもの（Ｐ≦σａη／2.6） 
 
              ＰＤ０  
           ２σａη ＋ 0.8Ｐ 
 
   （ⅱ）内径に対する外径の比が 1.5 を超えるもの（Ｐ＞σａη／2.6） 
 
           Ｄ０       σａη － Ｐ 
            ２       σａη ＋ Ｐ 
 
   これらの式において、ｔ、Ｄ０、Ｐ、σａ及びηは、それぞれ次の値を表すものとする。 

ｔ ： 配管又は導管の最小厚さ（単位 mm） 
Ｄ０ ： 配管又は導管の外径（単位 mm） 
Ｐ ： 設計圧力（単位 MPa） 
σａ ： 特定検査規則第 14 条に規定する材料の許容引張応力（単位 N／mm２） 
η ： 特定検査規則第 19 条に規定する溶接効率。ただし、電気抵抗溶接管等で許容引張応力の値に 

  あらかじめ溶接効率が乗じられているものは、１とする。 
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（5）一般弁リスト                                                   （プラント名：液化窒素製造装置） 
       設計条件  

弁の種類 呼び径 材質（本体） 個 数 検査 メーカー名 図面番号 流体名 設計圧力 常用圧力 設計温度 備  考 
        （MPa） （MPa） （℃）  

玉形弁 20Ａ SCS13 5 ○認  ○○××× G55090 ＬＮ２ 2.0 1.8 －196 ～＋75  

            

            

検査欄（○認：大臣認定品  ○特 ：特定設備受検品  ○Ｋ：ＫＨＫ受検品  ○完：完成検査対象） 
 
 
 
（6）重要弁リスト（緊急遮断弁・調整弁等）：構造図添付                                 （プラント名：液化窒素製造装置） 

        設計条件  
弁の区分 弁番号 呼び径 材質（本体） 個 数 検査 メーカー名 図面番号 流体名 設計圧力 常用圧力 設計温度 備  考 

         （MPa） （MPa） （℃）  

圧力調整弁 Ｒ１ 15Ａ SCS13 １ ○認  ○○△△△ YSRU-70684 ＬＮ２ 2.0 1.8 －196 ～＋75  

             

             

検査欄（○認：大臣認定品  ○特 ：特定設備受検品  ○Ｋ：ＫＨＫ受検品  ○完：完成検査対象） 
 
 
 
（7）安全弁、破裂板、逃し弁リスト：構造図及び口径計算書添付                              （プラント名：液化窒素製造装置） 

 
安全弁等 口 径 材 質     設置場所 設置場所 設 定 吹出し 規 定 所 要  排出ガス  

弁番号 検査 メーカー名 図面番号 設置場所 設計圧力 常用圧力 圧 力 決定圧力 吹出し量 吹出し量 流体名 の放出先 備  考 
 の種類 入口 出口 弁座 弁体     （MPa） （MPa） （MPa） （MPa） （kg/hr） （kg/hr）    

ＳＶ１ 安全弁 φ20 PT1 BC6 SUS304 ○認  △△△×× SV12241D 貯槽 1.20 0.95 1.05 1.14 1,321 366 ＧＮ２ 大気中  

                   

                   

検査欄（○認：大臣認定品  ○特 ：特定設備受検品  ○Ｋ：ＫＨＫ受検品  ○完：完成検査対象） 
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図 2.1 事業所付近の状況図〔記載例〕  
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図 2.2 製造施設の配置図〔ＣＥ（液化酸素）の場合の記載例〕  
 
 

  

 
 
 
 

○M 
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図 2.3 高圧ガス製造設備の配管系統図〔ＣＥの場合の記載例〕  
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図 2.4 高圧ガス設備の配置、配管図〔ＣＥの場合の記載例〕  
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図 2.5 高圧ガス設備の構造図〔ＣＥの場合の記載例〕  
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図 2.6 高圧ガス設備の構造図〔加圧蒸発器の場合の記載例〕  
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図 2.7 高圧ガス設備の構造図〔送ガス蒸発器の場合の記載例〕  
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図 2.8 高圧ガス設備の構造図〔安全弁の場合の記載例〕  
 

 

 


